
■農地転用について

　農地転用とは、農地（田、畑、樹園地）を住宅用地、駐車場、道路、店舗、植林用地などの農地以外の

用途にする場合で、農業委員会会長の許可が必要です。

（４haを超える場合は、農林水産大臣の許可が必要）

　一時的に農地を資材置き場や道路工事等に伴う土砂置き場または、田を埋め立てて畑にする場合も

同様に農業委員会会長の許可が必要です。（一時転用申請が必要）

　なお、申請の際は事前に農業振興地域除外地であることの確認が必要です。

▽転用の許可は、なぜ必要か。

　農地は、個人の財産であると同時に、農産物を国民に安定的に供給するための生産基盤です。

　耕地面積の少ない我が国の優良な農地を大切に守っていく必要があります。一旦、農地を転用して

農地以外の用途にした場合、元の農地に復元するのは困難なため、転用については、農地法により

一定の制限が設けられています。

▽許可の手続き、添付書類（裏ページ参照）

　転用許可には２種類あります。必要な添付書類をつけて、農業委員会に提出してください。

① 第４条許可申請　農地の所有者が自ら転用する場合。

② 第５条許可申請　農地の所有者から所有権移転が伴う売買または、賃貸借して転用する場合。

《 注意事項 》

１．申請書は正本であること。

　　申請書の住所は、大字地番で記入すること。（通称、行政区は不可）

２．農業振興地域内農用地は転用不許可。

　　農林振興課に問い合わせの上、農業振興地域の農用地除外地になっていることを確認のうえ、

 　 申請すること。

３．土地改良事業実施中の農地については、土地改良区と調整をすること。

４．経営移譲年金受給者で、特定対象処分農地となっている場合は、農地法第３条使用貸借契約の

　　合意解約をしたうえで申請すること。

５．排水を伴う転用の場合、申請書の「転用することによって生ずる附近の土地作物、家畜等の被害の

　　防除施設の概要」の欄に、放流先を明記すること。

　※　排水・放流計画図を添付し、排水・放流先の管理者の同意が必要。

６．地役権、地上権、取水・排水に係る水利権、漁業権、その他の関係権利が存在する場合は、

　　同意書を添付すること。

７．申請前に、隣接地との境界を必ず確認しておくこと。

８．申請後、地区の担当農業委員に連絡をすること。

９．“申請地”と書かれた黄色の立札を現地調査前の指定日までに設置すること。

10．許可が下りた場合、「転用許可後の工事進捗状況（完了）報告書」を転用目的が完了するまで

 　　報告すること。

締切日となりますのでご注意ください。詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

臼杵市農業委員会（野津庁舎）

【 農地法第４・５条許可申請　留意事項 】

電話：(0974)32-2220、FAX:(0974)32-2222　　内線：311

※毎月20日が申請締切日です。ただし、20日が閉庁日（土・日・祝）の場合は、直前の開庁日が

裏面へ⇒



１．転用しようとする農地の全部事項証明書（土地登記簿謄本）

　《法人が申請する場合、以下の書類も必要です。》

　・定款の写し
　※　原本である証明がなされていること（原本証明）

　※　事業計画書や、法人の履歴書（許認可や開業年月日等）を添付すること。

　・全部事項証明書（登記簿）

２．住民票
　※　譲渡人（４条申請の場合は申請人）の現住所と、農地の全部事項証明書の所有者の住所が

　　　異なる場合は、住所移転の経過を示す書類（戸籍の附票または住民票）を添付すること。

　※　譲受人の現住所が臼杵市外の場合は住民票を添付すること。

３．字図（法務局で取得したものに限る）
　→　申請地を赤枠で囲み、“申請地”と記入すること。

　　　また、隣接する土地に「地目」、「面積」、「所有者名」を記入すること

４．見取案内図
　※　1500分の1程度の住宅地図に申請地を赤枠で囲み、“申請地”と記入すること。

５．配置図（申請地の物件位置図）
　※　建物や施設、駐車場の配置、排水計画等を記入すること。

６．平面図（間取図）　　※建築物のみ必要

７．立面図　　※建築物のみ必要

８．農地の★駐車場転用計画書及び駐車場計画図

９．農地の★資材置き場転用計画書及び資材置き場計画図

10．田から畑への一時転用計画書

11．造成断面図（埋立、掘削する場合のみ必要）

12．★排水同意書

13．転用に係る費用の見積書

14．転用に係る費用の資金証明（残高証明書、融資可能証明書）
　※　転用に係る費用が300万円未満の場合は、通帳の写しでも可。

　※　５条申請の場合は、土地購入費を含める。

15．土地の売買契約書の写し
　※　賃貸借、使用貸借権設定の場合も必要。　

16．★隣接農地所有者の同意書

17．★水利組合の承諾書　　※田を転用する場合のみ必要。

18．★土地選定理由書（３種農地は除く）

19．★5万分の1地図
　※　地図上に、申請地と市庁舎が表示されていること。

20．委任状（代理人が申請する場合のみ必要）
　※　連絡先を明記すること。
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《 添付書類 》
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★は臼杵市ホームページから
ダウンロードできます。


